
森林づくり全国推進会議 規約
（名称）

第１条 本会は、「森林づくり全国推進会議」（以下「本会議」という。）と称する。

（目的）
第２条 本会議は、経済団体、地方自治体、教育団体、消費者団体、観光団体等幅広い関係者が連携し、持続可能な社会とカーボンニュート
ラルの実現を目指す森林づくりを目的とする。

（会議の構成）
第３条 本会議は、次条に定める会員により構成する。
２ 本会議に会長を置く。なお、会長は会員以外の個人とすることを妨げない。この場合は会長も本会議の構成員とする。
３ 本会議の目的達成に向けた活動を行うため、本会議の下に実行委員会を設置するほか、必要に応じてワーキンググループ等を設置するこ
とができる。

４ 本会議の運営を行うため、事務局を公益社団法人国土緑化推進機構に置く。

（会員）
第４条 会員は、本会議の目的に賛同し、事務局に会員登録申請の届出をし承認を受けた法人又は団体とする。但し、「美しい森林づくり全
国推進会議」の構成団体についてはこの届出を要しない。

（実行委員）
第５条 実行委員は、第４条に定める会員のうち、本会議の活動の推進に協力を表明した者で、事務局が会長に諮って承認を受けた者とする。
２ 実行委員を退任する場合はその旨を書面で事務局に届出をし、事務局が会長に諮って承認を受けるものとする。
３ 実行委員は２０者以内とし、実行委員により実行委員会を構成する。

（活動）
第６条 本会議は、次の活動を行う。
一 森林づくりに関する取組の推進
二 会員による森林づくりに係る先進的な取組等の発信
三 森林づくりに関する情報共有
四 その他第２条に定める本会議の目的を達成するために必要な活動

（雑則）
第７条 本規約に規定のない事項は、事務局が実行委員会に諮って定める。

（附則）
１ この規約は令和４年１０月２１日から施行する。

もり



森林づくり全国推進会議 行動宣言

「グリーン成長」の実現には、持続可能な社会とカーボンニュートラルについて
私たち一人ひとりが考え、行動につなげていくことが求められています。

森林は、その多面的機能の発揮を通じ、SDGsの様々な目的に貢献しています。
さらに、森林空間の利用を通じて、地方創生、健康増進、教育・子育て支援、働き
方改革等にも貢献しています。

こどもから高齢者、様々な企業、学校等それぞれのSDGsの達成や、企業価値の
向上の実現に向けて、幅広い国民各界各層による森林づくりを進めていくため、
ここに、次のとおり宣言します。

１．2030年に向けて、森林づくりと関わるSDGsの達成を推進します。

２．2050年に向けて、カーボンニュートラルに貢献する森林づくりを推進します。

３．このため、多様な主体が連携して森林づくりに向けた国民運動を推進します。

４．また、国民一人ひとりが植樹等の森林づくりに参画する取組を推進します。



 森林・林業分野は、目標15「陸の豊かさも守ろう」を中心に、様々なSDGs（持続可能な開発目標：Sustainable 
Development Goals）に貢献。さらに森林資源・森林空間の利用を通じ、様々なSDGsに貢献。

 これらの利用は、林業・木材産業を通じ、森林の整備・保全に還元されるという大きな循環につながっている。

注１：アイコンの下の文言は、期待される主な効果等を記載したものであり、各ゴールの解説ではない。
２：このほか、ゴール１は森林に依存する人々の極度の貧困の撲滅、ゴール10は森林を利用する権利の保障、ゴール16は持続可能な森林経営を実施するためのガバナンスの枠組みの促進等に関連する。ここに記載し
ていない効果も含め、更にSDGsへの寄与が広がることが期待される。
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「森林✕企業 SDGsハンドブック」をご参考に



「森林づくり全国推進会議」と連携した取組

森林づくり全国推進会議

【会長】
櫻田謙悟
経済同友会代表幹事

SOMPOホールディングス(株)グループCEO取締役代表執行役会長

【実行委員会】

【会員】
本会議の目的に賛同する企業・団体

【事務局】
(公社)国土緑化推進機構

フォレスト・サポーターズ
坂本龍一（音楽家）、竹下景子（女優）、武田双雲（書道家）、ガチャピン 等

約７万件

• SNS、ウェブサイトなどでの
情報提供

• 活動場所、参加者、活用可能
な資金等の情報を一元管理

• 人、場所、資金等のマッチン
グ等の支援

各地域における
森林づくり支援組織

連
携

(公社)経済同友会
(一社)日本経済団体連合会
日本商工会議所
全国知事会
全国市長会
全国町村会
全国市町村教育委員会連合会

(公財)ボーイスカウト日本連盟
(公社)ガールスカウト日本連盟
主婦連合会
日本労働組合総連合会
(公社)日本観光振興協会
(一社)全国旅行業協会
(一社)日本林業協会

➢ 森林づくり全国推進会議における森林づくりの取組については、個人の方にも参加いただけるフォレスト・
サポーターズの取組や、各地で構築を進めている森林づくりの支援組織等とも連携して推進



【報告のイメージ 】

森林づく
りを実施

○ ○ ○ ○ ○

「森林づくり全国推進会議」会員になると

森林づくりをしてください

本会議において「森林づくり」とは、植樹や間伐等の森林整備だけでなく、森林内での学習活動、森林を活用した
自然体験型観光、Ｊ－クレジット制度の活用、木材利用、緑の募金等森林と関連する様々な取組も含みます。

森林づくりをしたことを報告してください

事務局から会員の皆さまに、毎年、次の内容についておたずねします。
① 森林づくりを実施しましたか？
② 取り組んだ森林づくりはＳＤＧｓのどの目標に貢献していますか？
③ 森林づくりの内容（※任意）

報告は簡単！
ポチッと選択！

先駆的な森林づくりを行っている会員には事例発表等をしていただきます

森林づくりの内容を報告いただいた会員の中から「森林づくり全国推進会議」での事例発表等をお願いします。

ＷＥＢサイトから会員登録申請をお願いします！

森林づくりに関する情報をお届けします


